
　

こ
の
た
び
、
市
川
三
郷
町
長
選
挙
に

お
い
て
無
投
票
で
再
選
の
栄
を
賜
り
ま

し
た
。
私
の
一
期
目
の
町
政
運
営
が
御

評
価
さ
れ
た
も
の
と
町
民
の
皆
様
の
御

理
解
、
御
協
力
に
感
謝
と
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

現
時
点
で
の
基
本
的
な
考
え
方
等
を

お
示
し
申
し
上
げ
ま
す
。

　

一
つ
目
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
多

様
な
形
式
に
よ
り
町
の
方
針
や
計
画
、

考
え
方
の
情
報
発
信
を
増
や
す
こ
と
に

よ
る
、
対
話
を
重
視
し
た
開
か
れ
た

行
政
運
営
の
実
現
で
す
。

　

ま
ず
、
財
政
非
常
事
態
宣
言
解
除
に

つ
い
て
は
、
宣
言
の
根
拠
で
あ
っ
た
単

年
度
収
支
の
黒
字
化
、
経
常
収
支
比

率
の
改
善
な
ど
の
現
状
を
お
示
し
し
、

住
民
の
皆
様
に
御
意
見
を
伺
い
な
が

ら
、
宣
言
解
除
に
向
け
て
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
、
私
た
ち
の
目
指
す

べ
き
姿
で
あ
る
「
少
子
高
齢
化
に
よ

る
人
口
減
少
社
会
で
あ
っ
て
も
持
続
可

能
な
自
治
体
経
営
」
を
実
践
し
て
い
き

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
年
度
は
行

財
政
改
革
推
進
計
画
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
に
し
っ
か
り
取
り
組
む
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

次
に
、
小
中
学
校
適
正
規
模
・
配
置

等
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
本
年
９
月
に

町
教
育
委
員
会
よ
り
基
本
計
画
が
示
さ

れ
ま
し
た
。
町
の
方
針
を
固
め
、
住
民

説
明
会
で
御
意
見
を
伺
っ
た
の
ち
に
議

会
で
町
の
基
本
計
画
を
お
示
し
し
ま
す
。

　

二
つ
目
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

税
金
以
外
の
稼
ぎ
出
し
が
で
き
る
仕

組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
で
す
。
経
常

収
支
比
率
が
改
善
傾
向
に
転
じ
た
と

は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
硬
直
化
し
た
財

政
状
況
を
改
善
し
つ
つ
、
今
後
も
行

政
運
営
を
継
続
す
る
た
め
に
多
様
な

歳
入
拡
大
策
の
検
討
・
実
施
が
重
要

で
す
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
研
究
し

実
践
し
て
い
き
ま
す
。

　

六
郷
イ
ン
タ
ー
周
辺
開
発
に
係
る
課

題
に
つ
い
て
は
、
企
業
誘
致
な
ど
着
実

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
新
た
な
活
性

化
施
策
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
六
郷
地

区
の
新
時
代
活
性
化
政
策
を
展
開
で
き

れ
ば
と
考
え
ま
す
。
町
の
財
政
と
地
域

内
の
経
済
を
そ
れ
ぞ
れ
活
性
化
さ
せ
、

好
循
環
に
よ
る
「
新
し
い
地
域
経
営
」

を
実
践
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

三
つ
目
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
交

流
・
関
係
者
人
口
対
策
で
す
。
日
本
体

育
大
学
お
よ
び
ゆ
か
り
の
会
「
り
ん
ど

う
」、
オ
マ
ー
ン
大
使
館
、
市
川
團
十
郎

事
務
所
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
を
一

層
充
実
し
て
ま
い
り
ま
す
。
平
成

１５
年

市
川
大
門
町
議
会
当
選
以
来

２２
年
間
の

経
験
と
実
績
、
人
脈
を
駆
使
し
て
地
域

経
営
に
取
り
組
み
、
住
ん
で
い
る
人
が

地
域
を
愛
し
、
地
域
を
誇
り
、
地
域
に

暮
ら
す
意
義
を
実
感
で
き
る
「
住
み
心

地
の
良
い
町
」
日
本
一
を
目
指
し
ま
す
。

町
民
の
皆
様
の
御
理
解
、
御
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

遠え
ん
ど
う藤　

浩ひ
ろ
し

【
主
な
経
歴
】

Ｈ
１５
・
５
～
Ｈ
１７・
９　

市
川
大
門
町
議
会
議
員

Ｈ
１７
・

１０
～
Ｈ

２５・
９　

市
川
三
郷
町
議
会
議
員

Ｈ
２５
・１０
～
Ｒ
３
・

１０　

山
梨
県
議
会
議
員

Ｒ
３
・

１０
～  　
　

 　

市
川
三
郷
町
長

遠藤町政２期目スタート

　市川三郷町長選挙が１０月１４日告　市川三郷町長選挙が１０月１４日告
示され、遠藤浩氏のほかに立候補示され、遠藤浩氏のほかに立候補
の届け出がなく、現職の遠藤氏がの届け出がなく、現職の遠藤氏が
無投票で当選人と決定されました。無投票で当選人と決定されました。

「「
住
み
心
地
の
良
い
町
」

住
み
心
地
の
良
い
町
」

日
本
一
を
実
現
す
る
た
め
に

日
本
一
を
実
現
す
る
た
め
に

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
教
育
委

員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管

理
や
執
行
状
況
に
つ
い
て
点
検
及

び
評
価
を
行
い
、
毎
年
そ
の
結
果

を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

点
検
及
び
評
価
で
は
、
町
の
教

育
目
標
で
あ
る
、

『
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
ま
ち
づ
く
り
』

『
文
化
や
歴
史
を
守
る
ま
ち
づ
く
り
』

『
交
流
す
る
ま
ち
づ
く
り
』

に
基
づ
い
て
、
取
り
組
む
項
目
ご

と
に
評
価
の
基
準
と
な
る
観
点
を

設
定
し
て
い
ま
す
。

　

評
価
の
方
法
は
、
観
点
ご
と
の

５
段
階
絶
対
評
価
と
し
、
教
育
長

と
４
名
の
教
育
委
員
が
自
己
評
価

で
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
有
識
者

２
名
か
ら
の
意
見
や
助
言
を
受
け

て
、
評
価
の
客
観
性
を
確
保
し
て

い
ま
す
。

評
価
の
結
果

　

評
価
の
結
果
、
29
項
目
の
平
均

値
は
３
・
８
で
昨
年
度
と
同
じ
で
し

た
。
項
目
別
の
平
均
値
で
は
、『
ふ

る
さ
と
キ
ャ
リ
ア
教
育（
み
さ
と
学
）

の
充
実
』
が
４
・
６
と
最
も
高
く
、

次
い
で『
学
校
教
育
の
充
実
』が
４
・

２
７
と
高
い
評
価
と
な
り
ま
し
た
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
の

評
価
を
基
に
事
務
の
改
善
や
今
後

の
活
動
に
活
か
し
、
よ
り
良
い
教

育
の
振
興
に
繋
が
る
よ
う
各
種
事

業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

評価のための基本的な考え方
① �『自然・歴史・文化などを活かした「にぎわい」づくり～子どもたちの

未来へ伝統と安心をつなげて～』を町の将来像とし「ふるさとを愛す
るまちづくり」、「文化や歴史を守るまちづくり」、「交流するまちづくり」
を基本的な考え方として、実態に合ったものとする。

② 委員会事務の改善と説明責任を果たすことを目的とする。

③ �５段階絶対評価とし、シンプルで誰にでもわかりやすいものとする。

 教育委員会の通信簿
令和６年度町教育委員会
事務の管理、執行状況の
点検と評価

令和６年度町教育委員会の事務の管理、執行状況の点検と評価

項　目 観　点 評価の
平均値

ふるさと
キャリア教
育（みさと
学）の充実

ふるさとに誇りを持ち、将来の生き方の基礎となるよ
う地域の自然や歴史、人物、文化、伝統産業、特色あ
る産業などの学習を積極的に進めているか。

４.６

学校教育
の充実

「生きる力」を育む適切な教育課程の実施・評価・改
善を推進しているか。 ４.６

「確かな学力」を育む指導・評価を推進しているか。 4.４

生徒指導の充実を推進しているか。 ３.８

体育・スポーツ及び健康・安全に関する基礎基本とな
る資質能力の育成を推進しているか。 3.6

外国語教育の推進に努めているか。 4.６

学校・家庭・地域との連携と協働活動を推進しているか。 4.8

健康安全指導の充実に努めているか。 4.０

安全・安心な給食の提供に努めているか。 4.4

生涯学習
・スポーツ

の推進

公民館活動の支援は充実しているか。 3.４

図書館事業は充実しているか。 4.0

生涯学習推進のための各種講座は充実しているか。 3.４

スポーツ施設の整備・充実に努めているか。 3.8

スポーツ推進委員の連携・協働の強化を図っているか。 3.４

スポーツ愛好者の底辺拡大に努めているか。 3.２

スポーツの指導者育成に努めているか。 3.0

青少年の健全育成に努めているか。 3.６

文化・芸術
の振興

文化・芸術に触れる機会の推進に努めているか。 3.８

文化・芸術活動への支援及び助成に努めているか。 3.8

「本物」に触れる機会の提供に努めているか。 3.6

地域・伝統
の継承

伝統芸能・技術の保護に努めているか。 3.２

文化財の保護と保存の推進に努めているか。 3.８

国際交流
・姉妹都市
交流の推進

国際交流のための語学強化の推進に努めているか。 3.6

異文化理解の推進に努めているか。 3.６

姉妹都市との派遣交流の推進に努めているか。 3.２

教育委員会
及び事務局

教育委員会の会議の運営改善に努めているか。 4.0

企画、指導、管理は適切か。 4.０

人事や組織の改善に努めているか。 3.８

学校等の施設の充実に努めているか。 4.0

総平均値（上記２９項目の評定の平均値） 3.83.8

※�「評定の平均値」は各教育委員が上記２９項目について５段階絶対評価
（５:極めて満足  ４:満足  ３:普通  ２:不満  １:極めて不満）で、評定したものの平均値です。

問町教育委員会教育総務課 ☎ 055-272-6093
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有料広告

有料広告募集中有料広告募集中！！詳しくはこちら

有料広告

有料広告募集中有料広告募集中！！詳しくはこちら

確
定
申
告

確
定
申
告
はは
自
宅
自
宅
か
ら
か
ら
ス
マ
ホ

ス
マ
ホ
で
！
で
！

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
で
更
に
便
利
便
利
に

　
所
得
税
な
ど
の
申
告
に
は
、
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ

　
所
得
税
な
ど
の
申
告
に
は
、
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ

－－

Ｔ
ａ
ｘ
）
を

Ｔ
ａ
ｘ
）
を

利
用
し
、
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
提
出
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

利
用
し
、
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
提
出
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
下
さ
い
。

ご
利
用
下
さ
い
。
※
税
務
署
で
は
、
令
和
８
年
１
月
５
日

※
税
務
署
で
は
、
令
和
８
年
１
月
５
日
㈪㈪
よ
り
令
和
７
年
分
還
付

よ
り
令
和
７
年
分
還
付

申
告
書
を
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
告
書
を
窓
口
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マイナポータル連携マイナポータル連携のためののための事前準備事前準備
マイナポータルの利用者登録やマイナ
ポータルとｅ－Ｔａｘを連携するなどの
事前準備が必要です。連携方法など詳
しくは右の QR コードからご確認下さい。

確定申告書作成
コーナーはこちらから

e-Tax はこちらから

❶ �国税庁ホームページから、確定申告書等作成コーナーへア❶ �国税庁ホームページから、確定申告書等作成コーナーへア
クセスするクセスする

▶スマートフォン

▶アプリ「マイナポータル」

▶ご自身のマイナンバーカード

▶２種類のパスワード
　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）
    ・署名用電子証明書（英数字６～１６文字）

電
子
申
告
の
流
れ

電
子
申
告
の
流
れ

❸ �画面の案内に従い入力すると税額等が自動計算され、確定❸ �画面の案内に従い入力すると税額等が自動計算され、確定
申告書が作成される申告書が作成される

❷❷�� 提出方法「マイナンバーカード」方式を選択、マイナン 提出方法「マイナンバーカード」方式を選択、マイナン
バーカードをスマホで読み取るバーカードをスマホで読み取る

❹❹�� 作成した確定申告書を e-Tax で送信 作成した確定申告書を e-Tax で送信

人権擁護委員の紹介
ー 人権擁護委員は、あなたのまちの気軽な相談相手です ー

　人権擁護委員は、町民の基本的人権が侵害されないように
絶えず監視し、侵害があったときはその相談相手となり適切
な救済を図ります。人権擁
護委員は地域住民で人格
識見が高く、広く社会の実
情に通じ、人権擁護に理解
のある人を市町村長が推
薦し法務大臣が委嘱した
方々です。

本町の人権擁護委員
（１０月１日現在）

 ■樋口　  勉  （大　　塚）

 ■望月　良美（三　　帳）

 ■武田　智宏（上　　野）

 ■小林　明夫（高　　田）

 ■遠藤　好彦（八  之  尻）

 ■石原　保志（山　　保）

 ■伊藤　照子（市川大門）

 ■遠藤　玲詩（落　　居）

 ■相田　真弓（岩　　間）

 ■深澤　龍彦（宮　　原）

特設人権相談所
を開設します

　12 月４日から 10 日までの
一週間は「第 77 回人権週間」
です。その一環として「特設
人権相談所（困りごと何でも
相談所）」を次のとおり開設し
ます。秘密は固く守られます。

【日時】12 月 3 日㈬
午前 10 時～午後３時

【場所】▷市川三郷町民健康管
理センター１階機能訓練室▷
市川三郷町役場２階会議室 2
▷六郷町民会館２階小会議室

【相談内容】いじめ、体罰、差
別問題、近隣のもめごと  など

【担当者】地元人権擁護委員
問町町民課町民係

☎ 055-272-1105

必
要
な
も
の

必
要
な
も
の

税務署での電子申告の際は
マイナンバーカードの

パスワードを必必ずずご準備下さい

２種類のパスワード
①利用者証明用電子証明書（数字４桁）
②署名用電子証明書（英数字６～１６文字）

　申告書等の作成には、ご自身のスマー
トフォンとマイナンバーカードのほか

が必要です。必ずご準備のうえ、お越
し下さい。

詳しくは町ホームページ▶

　パスワードが不明な場合は、住民登
録のある市区町村窓口で「再設定」の
うえ、お越し下さい。

手続きに必要なもの
▶マイナンバーカード
▶本人確認書類

マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
の

詳
細

事
前
準
備
の

詳
細

マイナポータル連携で収入・控除情報を自動入力できる！さらに！

問問鰍沢税務署 個人課税部門鰍沢税務署 個人課税部門
　☎０５５６　☎０５５６ーー２２２２ーー３１９１（代表）３１９１（代表）
　　【音声ガイダンス「２」を選択】【音声ガイダンス「２」を選択】

鰍沢税務署からのお願い鰍沢税務署からのお願い

問問鰍沢税務署 個人課税部門鰍沢税務署 個人課税部門
☎０５５６☎０５５６ーー２２２２ーー３１９１（代表）３１９１（代表）【音声ガイダンス「２」を選択】【音声ガイダンス「２」を選択】

4No.No.2432435 No.No.243243
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